
 

令和４年度東北町新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金 

交付要綱 

（趣旨） 

第１条 町は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び衛生意識の向上を

図るため、町内の事業者等に対し感染拡大防止に資する物品の購入等に要する

経費について、予算の範囲内で令和４年度東北町新型コロナウイルス感染拡大

防止対策支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、そ

の交付については、東北町補助金等交付規則（平成１７年東北町規則第５０号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、申請日時点で、町内に店舗又は事業所を有する事業者又は団体とする。 

（補助対象経費、補助金の額及び補助対象期間） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補

助金の額及び補助対象期間は、別表のとおりとする。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和４

年度東北町新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付申請書（様

式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、郵送により町長に提出しなければなら

ない。ただし、郵送による提出が困難な場合に限り、他の方法により提出するこ

とができるものとする。 

⑴ 直近の確定申告書類又は住民税申告書類等の控え等の写し 

⑵ 事業の許可が必要な業種にあっては、業種に係る営業に必要な許可等を取

得していることが分かる書類の写し 

⑶ 事業の許可等を必要としない業種にあっては、店舗又は事業の分かる書類

の写し及び店舗の外観写真 

⑷ 補助対象経費の支払を証明する書類の写し 



 

⑸ その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、町が保有する前項第１号及び同項第２号に掲げる書類に関する情報

を利用することについて、申請者の同意があったときは、当該書類の提出を省

略させることができる。 

３ 補助金の申請は、事業者又は団体につき１回を限度とし、店舗又は事業所１

つにつき感染拡大防止に向けた物品等購入及び設備導入事業とする。 

（申請受付期間） 

第５条 補助金の交付に係る申請の期間は、令和４年５月１日から令和５年２月

２８日までとする。 

２ 郵送による提出は、前項に規定する申請受付期間内の消印のあるものを有効

とする。 

（補助金の交付の決定及び補助金の額の確定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を

審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定及び補助

金額を確定し、令和４年度東北町新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事

業補助金交付決定及び補助金額確定通知書（様式第２号）により、申請者に通

知するものとする。 

２ 補助金は、前項により額を確定した後に口座振込の方法により交付するもの

とする。 

（申請の取り下げ） 

第７条 前条の規定による交付の決定及び補助金額の確定を行った後、申請書の

不備による振込不能などがあり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、第６

条の受付期間中に申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により

交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。 

（補助金の返還） 

第８条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して

は、補助金の返還を求めるものとする。 



 

（財産の処分） 

第９条 補助事業により取得した財産を、町長の承認を受けて処分したことによ

り収入があった場合には、町長の定めるところにより、その収入の全部又は一

部を町に納付するものとする。 

（処分の制限を受ける期間） 

第10条 規則第１５条により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数を経過するま

での期間とする。 

（帳簿及び書類の備付け） 

第11条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業に係る

経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明らかにしておか

なければならない。 

２ 前項の帳簿及び書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度

から５年間保管しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産について、財

産管理台帳その他関係書類を減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定め

る耐用年数を経過するまで整備保管しなければならない。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、令和２年１０月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  



 

別表（第３条関係） 

事業名 補助対象経費 補助金の額 補助対象期間 

感 染 拡

大 防 止

に 向 け

た 物 品

等購入 

⑴ マスク、フェイスシー

ルド、ペーパータオル、

消毒液、ハンドソープそ

の他の衛生用品の購入に

係る経費 

⑵ 体温計、飛沫感染防止

用アクリル板、ついたて

板（パーテーション）、

透明ビニールカーテン・

シート、ベルトパーテー

ション、ソープディスペ

ンサー、自動消毒液噴霧

器、換気扇、電子決済端

末の導入に係る経費その

他の物品等購入及び機器

等導入費 

⑶ 前各号に掲げるものの

ほか、その他感染拡大防

止に必要があると町長が

認めるもの 

店舗又は事業所１

つにつき補助対象

経費の合計額又は

30,000円のいずれ

か低い額以内 

令 和 4年 4月 1

日 か ら 令 和 5

年 1 月 31 日 ま

でに支払いを

完了したもの

に限る。 

 


